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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第283号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に
より、指定医療機関を次のとおり指定した。

　令和８年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

告　　　　　示

○生活保護法に基づく指定医療機関の指定
　 （地域福祉推進課）  295

○生活保護法に基づく指定医療機関の変更
　 （　　　〃　　　）  296

○生活保護法に基づく指定医療機関の廃止
　 （　　　〃　　　）   〃

○生活保護法に基づく指定施術機関の指定
　 （　　　〃　　　）   〃

○生活保護法に基づく指定施術機関の廃止
　 （　　　〃　　　）   〃

○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の指定　 （　　　〃　　　）  297

○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の変更　 （　　　〃　　　）   〃

○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定医療機関の廃止　 （　　　〃　　　）   〃

○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定施術機関の指定　 （地域福祉推進課）  298

○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律に基づ
く指定施術機関の廃止　 （　　　〃　　　）   〃

○救急病院である旨の告示　 （医療課）   〃
○保安林の指定　 （丹後広域振興局）   〃
○基本測量の終了　 （用地課）  299
○公共測量の終了　 （　〃　）   〃

公　　　　　告

○非農用地区域内に換地する土地の指定　 
 （南丹広域振興局）   〃

公 安 委 員 会

○警備員指導教育責任者講習の実施　   〃

正　　　　　誤

○令和８年３月24日付け京都府公報第699号中　  301
○令和８年４月21日付け京都府公報第707号中　   〃
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京都府告示第286号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の
規定により、指定施術機関を次のとおり指定した。

　令和８年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第287号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項に
おいて準用する同法第50条の２の規定により、次のとお
り指定施術機関から廃止の届出があった。

　令和８年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第284号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から変更の届出が
あった。

　令和８年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第285号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から廃止の届出が
あった。

　令和８年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第289号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関
から変更の届出があった。

　令和８年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第290号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関
から廃止の届出があった。

　令和８年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第288号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指
定した。

　令和８年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第293号

　次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生
省令第８号）第１条第１項に規定する救急病院である。

　令和８年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

名　　　称 所　 　在　 　地 認　定 
年月日 認定期限

社会医療法人健
康会新京都南病
院

京都市下京区七条御所ノ内
北町94

令
 8. 4.24

令
11. 4.23

京都府告示第294号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の
規定により、次のとおり保安林の指定をする。

　令和８年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　保安林の所在場所
　　与謝郡与謝野町字弓木小字定山43、44
２　指定の目的
　　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐は、択伐による。
　　イ　主伐に係る伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計
画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹

種
　　　次のとおりとする。
　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府
丹後広域振興局農林商工部森づくり振興課及び京都府農
林水産部森の保全推進課において縦覧に供する。なお、
与謝野町役場においてその関係書類を閲覧することがで
きる。）

京都府告示第291号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第55条第１項の規定により、指定施術機関を次のと
おり指定した。

　令和８年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第292号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第55条第２項において準用する同法第50条の２の規
定により、次のとおり指定施術機関から廃止の届出が
あった。

　令和８年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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公　安　委　員　会

京都府公安委員会告示第84号

　警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）
第22条第２項第１号の規定による警備員指導教育責任者
講習（以下「新規取得講習」という。）及び警備員指導
教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関す
る規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。以下「講
習規則」という。）第６条第１項の規定による指導教育
責任者講習（以下「追加取得講習」という。）を次のと
おり実施する。

　　令和８年５月26日
京都府公安委員会　　　　　　　

委員長　池　坊　　由　紀　　

１　講習の区分、種別、実施期間及び定員

区　　　分 種別 実　　施　　期　　間 定員

法第２条第１項第
２号に規定する警
備業務（以下「２
号警備業務」とい
う。）

新規取
得講習

令和８年７月６日（月）から
令和８年７月13日（月）まで
（日曜日及び土曜日を除く。
実施時間は、午前９時15分か
ら午後４時45分まで）の６日
間

25人

追加取
得講習

令和８年７月９日（木）から
令和８年７月13日（月）まで
（実施時間は、午前９時15分
（講習の初日は、午後０時55
分）から午後４時45分まで）
の３日間

おお
むね
５人

２　講習場所
　　京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地　京都

経済センター
３　受講対象者
　⑴　新規取得講習
　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者

に限る。
　　ア　最近５年間に２号警備業務に従事した期間が通

算して３年以上である者
　　イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家

公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）
第４条に規定する１級の検定（２号警備業務に係
るものに限る。以下「１級検定」という。）に係
る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明
書」という。）の交付を受けている者

　　ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（２号警
備業務に係るものに限る。以下「２級検定」とい

京都府告示第295号

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第２項の規定
により、次の地域の基本測量（令和７年京都府告示第
205号）が令和８年３月31日終了した旨国土交通省国土
地理院長から通知があった。

　令和８年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　測量の地域
　木津川市全域

京都府告示第296号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用
する同法第14条第２項の規定により、次の地域の公共測
量（令和８年京都府告示第51号）が令和８年３月31日終
了した旨測量計画機関の長である精華町長から通知が
あった。

　令和８年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　測量の地域
　相楽郡精華町地内

　公　　　　告　

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第３
項において準用する同法第53条の２第１項の規定によ
り、国営土地改良事業（亀岡中部地区）桂川西換地区に
係る換地計画に関し、次の従前の土地は、非農用地区域
内に換地する土地として指定した。

　令和８年５月26日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

市町村 町 又 は 字 地番 地目 用途 地積
指定に
係　る
地　積

亀岡市 大井町並河上溝 54 田 田
㎡
998

㎡
730
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６月11日（木）午後５時までに、電話により行う。
　⑵　受講申込書の提出
　　　受講者に決定した者は、次により受講申込書を提

出すること。
　　ア　提出期間
　　　　令和８年６月22日（月）から令和８年６月24日

（水）まで（提出時間は、ｅ－Ｇｏｖによる提出
を除き、午前９時から午後３時30分までとする。）
とする。

　　イ　提出書類
　　　ア　受講申込書（受講申込書提出の日前６箇月以

内に撮影した無帽・無背景の顔写真を貼付した
もの）　１通

　　　イ　３の⑴のアからオまでのいずれかに該当する
者であることを証明する次に掲げる書類

　　　　ａ　３の⑴のアに該当する者
　　　　　　２号警備業務に従事していたことを証明す

る警備業者等が作成した証明書（以下「警備
業務従事証明書」という。）及び履歴書　各
１通

　　　　ｂ　３の⑴のイに該当する者
　　　　　　１級検定の合格証明書の写し　１通
　　　　ｃ　３の⑴のウに該当する者
　　　　　　２級検定の合格証明書の写し及び警備業務

従事証明書　各１通
　　　　ｄ　３の⑴のエに該当する者
　　　　　　旧１級検定の合格証の写し　１通
　　　　ｅ　３の⑴のオに該当する者
　　　　　　旧２級検定の合格証の写し及び警備業務従

事証明書　各１通
　　　ウ　追加取得講習を受けようとする者にあって

は、２号警備業務以外の警備業務に係る指導教
育責任者資格者証等の写し　１通

　　　エ　代理人が受講申込書を提出する場合にあって
は、受講者本人の委任状　１通

　　ウ　提出先
　　　　受講希望の際に提出先として申し出た警察署の

生活安全課（係）
　　エ　提出方法
　　　　ｅ－Ｇｏｖによる提出を除き、講習を受けよう

とする者又は代理人の持参によることとし、郵送
等による提出は認めない。

５　受講手数料及び納付方法
　⑴　受講手数料
　　ア　新規取得講習　38,000円
　　イ　追加取得講習　14,000円
　⑵　納付方法
　　　受講申込書の提出時に納付することとし、ｅ－Ｇ

ｏｖにより提出した場合は、納付方法が特に指定さ
れた後速やかに納付すること。

　　　なお、納付された受講手数料は返還しない。
６　講習の委託先の名称及び所在地
　　一般社団法人京都府警備業協会

う。）に係る合格証明書の交付を受けている警備
員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、
継続して１年以上２号警備業務に従事しているも
の

　　エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備
員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員
会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第
１条第２項に規定する１級の検定（２号警備業務
に係るものに限る。以下「旧１級検定」という。）
に合格した者

　　オ　旧検定規則第１条第２項に規定する２級の検定
（２号警備業務に係るものに限る。以下「旧２級
検定」という。）に合格した警備員であって、旧
２級検定に合格した後、継続して１年以上２号警
備業務に従事しているもの

　⑵　追加取得講習
　　　受講申込時において、２号警備業務以外の警備業

務に係る法第22条第２項に規定する警備員指導教育
責任者資格者証又は講習規則第７条第１項に規定す
る警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指
導教育責任者資格者証等」という。）の交付を受け
ている者であって、⑴のアからオまでのいずれかに
該当するものに限る。

４　受講申込みの手続
　⑴　事前申込み
　　　講習を受けようとする者は、警備員指導教育責任

者講習受講申込書（以下「受講申込書」という。）
を提出する前に、次により電話で事前申込みを行う
こと。

　　　なお、事前申込者の数が定員を超えなかった場合
は、その全員を受講者とし、事前申込者の数が定員
を超えた場合は、抽選により受講者を決定する。

　　ア　受付期間
　　　　令和８年６月８日（月）から令和８年６月10日

（水）まで（受付時間は、午後１時から午後４時
までとする。）とする。

　　イ　申込先等
　　　ア　申込先
　　　　　京都府警察本部生活安全部生活安全企画課

許可等事務審査室（受付専用電話（075）451-
9125）

　　　　　なお、受付専用電話以外での受付は、一切行
わない。

　　　イ　申出事項
　　　　　申込みに際しては、次の事項を申し出ること。
　　　　ａ　受けようとする講習の種別
　　　　ｂ　事前申込者の氏名及び所属警備業者の営業

所の名称
　　　　ｃ　連絡先電話番号
　　　　ｄ　受講申込書を提出する警察署（京都府内の

警察署に限る。）の名称
　　ウ　受講者決定の通知
　　　　受講者に決定した者に対する通知は、令和８年
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月額購読料 2,930円

令和８年５月26日　火曜日　　　

301

京  都  府  公  報

本号260526KM

　　京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地　京都
経済センター４階
７　問合せ先
　　京都府警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事

務審査室（電話（075）451-9111（代表）内線3033）

正　　　　　誤

　令和８年３月24日付け京都府公報第699号中次のとお
り訂正

ページ 欄 行 誤 正

151 右 上から９
小 型 合 併 漁 業 で
あって伊根地区で
営む漁業

小型合併漁業

　令和８年４月21日付け京都府公報第707号中次のとお
り訂正

ページ 欄 行 誤 正

222 左 上から２ 第108条第４項 第108条第５項
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